
12 国立公園の公園施設の整備推進について 

【環境省】 

 

≪提案・要望の考え方≫ 

国立公園については、平成 17年度の国の三位一体改革により、原則として国が公園事業

を執行するものとされ、国庫補助事業も廃止されたことから、国による主体的な維持･補修、

再整備が必要となっている。 

こうした中で、平成 27年度には、国立公園における地方自治体の所有する施設を対象と

する補助事業が創設されたが、自治体が管理する施設を対象とする限定的な内容であり、

地域の多様な主体が支援対象となる使いやすい形での制度の改善が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（県所管部局）環境部 

≪提案・要望事項≫ 

１ 国立公園内の登山道をはじめとする公園施設については、国による主体的な維持･補

修、再整備を図ること。 

２ 「自然環境整備交付金（国立公園整備事業）」については、協働管理を担う地域の多

様な主体が支援対象となるよう制度の改善を図ること。 

【現況、課題等】 

１ 県下の登山道は、国立公園及びその周辺だけでも、600 キロメートルを超えるが、現状

は市町村や山小屋関係者、地域のボランティア等の緊急的な対応により維持･補修されて

いる。 
 

２ 以下の課題があり、国による主体的な維持・補修及び再整備（改修・改築）が進んでい

ない。 

ア 環境省の直轄事業の対象区域が特別保護地区や第１種特別地域等に限定されている。 

イ 地方自治体が整備した施設の補修や改修は、環境省の直轄事業の対象になっていない。 
 

３ 平成 27 年度新規事業として、国立公園における地方自治体の所有する施設を対象とす

る補助事業「自然環境整備交付金（国立公園整備事業）」が創設されたが、自治体が管理

する施設を対象とする限定的なものとなっている。 

【長野県内の取組】 

国立公園内の公園施設については、これまでの各事業による整備に加え、平成 27 年度か

ら山岳環境整備パイロット事業を立ち上げ、山域関係者と山域の将来像を議論し、今後５年

間で早期に危険箇所を解消していく。 

 H23 実績 H24実績 H25実績 H26実績 H27計画 

直轄施行委任 １ ６ ６ ４ ２ 

国庫補助 － － － － ５ 

県単補助･直営 １１ ６ ８ ７ ６ 

山岳環境整備ﾊﾟｲﾛｯﾄ － － － － ３ 

計 １２ １２ １４ １１ １６ 

県単・直営割合 92% 50% 57% 64% 38%(56%) 

 



山岳環境整備パイロット事業について 

長野県 環境部 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

山岳環境連絡会において、山岳環境の保全と適正な利用のあり方について検討 
H26年 5月 山岳環境連絡会発足（国、県、市町村、山小屋関係者） 

H26年 6月～H27年 2月 各山域関係者との調整・検討 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５山域（御嶽、八ヶ岳、中央アルプス、北アルプス北部、北信）で 
整備・実証を進め、今年度に方針を策定し、県内全ての山域に拡大 

 
  【今後の実施に向けた課題】 

   ・各山域における協働管理体制の構築 

   ・300箇所（国立公園内 100箇所（うち特別保護地区・第一種特別地域 54

箇所））の危険箇所の解消 

 

○ 平成 27年度の事業内容 
山域 実施箇所 内容 事業費（千円） 

北アルプス北部 
中部山岳国立公園 

遠見尾根登山道 木道等の登山道修繕 ５，４５０ 

北信 
上信越高原国立公園 

苗場山登山道 階段工等の登山道修繕 ２，０００ 

志賀山回遊線歩道 階段工等の登山道修繕 １０，０００ 

八ヶ岳 
八ヶ岳中信高原国定公園 

八ヶ岳池めぐり線
歩道 

木道等の登山道修繕 ８,４００ 

中央アルプス 
中央アルプス県立公園 

空木岳・檜尾登山道 梯子等の登山道修繕 ５,０００ 

御嶽 
御嶽県立公園 

被災登山道 被災登山道復旧・復興 １５，０００ 

計  
 

４５,８５０ 

【参考】 

趣旨 ・世界水準の山岳高原観光地づくり ⇒ 豊かな山岳環境が必要不可欠 

・山岳環境の保全と適正利用の両立が必要 

課題 ・登山者層の多様化により自己責任の認識が希薄化 

・登山道事故における管理者責任の問題化 

・登山道一斉調査の結果 300箇所の危険箇所が判明（放置による増加） 

・登山者と山岳レベルのミスマッチ ⇒ 山岳遭難発生 

2 管理者責任 

・一般的な遊歩道と自己責任の登山道に整理 

・必要最小限の整備 

・山域関係者の協働による管理 

・損害賠償責任保険に加入 

3 危険箇所（300 箇所）の早期解消 

・5年間(H27～31)で解消 

・継続的な小修繕で持続可能な登山 

道へ移行 

4 登山者への発信、普及啓発 

・山岳レベルに応じた登山の推進 

・山岳環境の保全、適正利用の推進 

基本的な方向（連絡会の中間とりまとめ） 

1 山域デザイン（将来像） 

・山域関係者の合意によるデザイン策定 

・想定する登山者レベルに対応した登山道整 

備 

（予算ベース） 


